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１ 事業の運営に関する基準 

指定給水装置工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い適正な事業

の運営に努めなければならない。 

（１）給水装置工事ごとに選任した給水装置工事主任技術者のうちから当該給水装置工事に関して 

職務を行う者を指名すること。 

（２）配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付け口から水道メ－タ－ 

までの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異 

常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又 

はその者に当該工事に従事する者を実地に監督させること。 

（３）配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付け口から水道メ－タ－ 

までの工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の 

条件に適合するように当該工事を施行すること。 

（４）主任技術者及びその他給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術向上のため、研修

の機会を確保するよう努めること。 

（５）次に掲げる行為は行わないこと。 

  ①給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。 

  ②給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。 

（６）施行した給水装置工事ごとに、指名した給水装置工事主任技術者に次に掲げる事項に関する記

録を作成させ、当該記録をその作成の日から３年間保存すること。 

①給水装置工事の申込みをした者の氏名又は名称 

②施行の場所 

③施行完了年月日 

④給水装置工事主任技術者の氏名 

⑤竣工図 

⑥給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 

⑦給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が基準に適合していることの確認の方法及び 

その結果 

 

２ 新規指定及び更新の申請 

（１） 指定給水装置工事事業者指定申請書（様式第１） 

給水装置工事事業者として指定又は指定の更新を受けようとする者は、様式第１による申請書 

に次に掲げる事項を記載して提出してください。 

①氏名又は名称及び住所並び法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 

②事業の範囲 

③給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数(様式第１別表） 

④高崎市の給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称及び所在並びに事業所ごとに選 

任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名及び交付を受けた免状の交付番号及び免 

状のコピー 

（２） 添付書類 

①法人にあっては定款（現行定款）のコピー及び履歴事項全部証明書、個人にあっては住民票の

写し（住基ネットで市職員による確認を選択する場合は添付不要） 
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②事業所の案内図（住宅地図等）、店舗の外観及び機械器具の写真、新規指定の申請の場合は、 

他市町村で指定を受けている際は指定証のコピー 

③様式第１別表の機械器具調書 

④様式第２の誓約書 

⑤新規指定の申請の場合は、様式第３の給水装置工事主任技術者選任届出書 

（３）審査手数料として１０，０００円を徴収いたします。申請書受理後に納付書を送付しますので、 

期日までにお支払いください。 

（４）申請期間 

①新規指定の申請は、随時受け付けます。 

②指定給水装置工事事業者は、５年ごとの指定の更新が必要となります。更新申請の案内は、有 

効期限が近づきましたら個別に事業者宛に通知いたします。 

 

３ 指定の基準 

（１）事業所ごとに給水装置工事主任技術者を１名以上選任していること 

（２）次の機械器具を有する者であること 

①金切りのこその他の管の切断用の機械器具 

②やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具〔ステンレス加工具（カッター 

及び溝切り）〕 

③ト－チランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具 

④水圧テストポンプ 

（３） 次のいずれにも該当しない者 

①精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び

意思疎通を適切に行うことができない者 

②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

③水道法の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なった日から２年を経過しない者 

④指定を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者 

⑤その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があ

る者 

⑥法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの 

 

４ 指定給水装置工事事業者の義務 

 指定給水装置工事事業者は、次に掲げる事項に違反してはならない。 

①給水装置工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。 

②給水装置工事は適正な価格で誠実かつ迅速に施行しなければならない。 

③常に水道局と連絡を密にし、修繕工事、その他管理者の要請があるときは、これに協力しな 

ければならない。 

④他人に名義を貸与し、又は指定給水装置工事事業者以外の下請人に給水装置工事をさせては 

ならない。 

⑤給水装置工事に従事する者の給水装置工事上の行為について、責任を負わなければならない。 
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５ 給水装置工事主任技術者の職務等 

（１） 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。 

①給水装置工事に関する技術上の管理 

②給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督 

③給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が定められた基準に適合していることの確認 

④給水装置工事を施行しようとする場合の配水管の位置の確認、工作及び工期その他の給水装

置工事上の条件に関する管理者との連絡調整 

⑤給水装置工事を完了した旨の連絡 

（２）給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなけ

ればならない。 

 

６ 給水装置工事主任技術者の選任等 

（１）指定給水装置工事事業者は、指定を受けた日から１４日以内に、事業所ごとに、給水装置工事

主任技術者を選任し、様式第３の届出書により管理者に届け出なければならない。 

（２）指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、

当該事由が発生した日から１４日以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任し、様式第３の届

出書により管理者に届け出なければならない。 

（３）指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任又は解任したときは、様式第３の

届出書により、遅滞なくその旨届け出なければならない。 

（４）指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに１人の給水装置工事主任技術者を選任するものとす

る。ただし、当該主任技術者がその他の事業所の主任技術者となっていてもその職務を行うに当

たって特に支障がないときは、この限りではない。 

 

７ 指定給水装置工事事業者証の交付等 

（１）管理者は、指定の基準により指定を行ったときは、速やかに指定給水装置工事事業者に高崎市

水道局指定給水装置工事事業者証を交付する。 

（２）指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき、指定の取消しを受けたときは、又は

更新申請をするときは指定給水装置工事事業者証を管理者に返納するものとする。 

（３）指定給水装置工事事業者は、事業の休止を届け出たときは、指定給水装置工事事業者証を管理

者に提出するものとする。 

（４）指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を

申請することができる。（再交付手数料２，５００円） 

 

８ 変更等の届出 

（１）指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書（様式第１０） 

指定給水装置工事事業者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、変更のあった 

日から３０日以内に管理者に届け出しなければならない。 

【添付書類】 

①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

ア 法人にあっては、定款（現行定款）のコピー及び履歴事項全部証明書、指定証 

イ 個人にあっては、申請者の住民票の写し（住基ネットで市職員による確認を選択する場合 

は添付不要）、指定証 
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②役員の氏名 

法人に限り、誓約書（様式第２）、定款（現行定款）のコピー及び履歴事項全部証明書 

③事業所の名称及び所在地 

ア 法人にあっては、定款（現行定款）のコピー及び履歴事項全部証明書、指定証 

イ 個人にあっては、申請者の住民票の写し（住基ネットで市職員による確認を選択する 

場合は添付不要） 

（２）給水装置工事主任技術者選任・解任届出書（様式第３） 

   指定給水装置工事事業者は、選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生

した日から１４日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。 

指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、遅滞なくその旨届け出

なければならない。 

【添付書類】 

選任する主任技術者の免状のコピー（解任の場合は添付不要） 

 

（３）指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書（様式第１１） 

給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする指定給水装置工事事業者 

が、事業を廃止又は休止したときは当該廃止又は休止の日から３０日以内に、また事業を再開 

したときは、当該再開の日から１０日以内に届出書を管理者に提出しなければならない。 

【添付書類】 

指定証 

 

９ 指定の取消し 

  指定給水装置工事事業者が次のいずれかに該当したときは、指定の取り消しの対象となります。 

①不正の手段により給水装置工事事業者の指定を受けたとき。 

②指定の基準に適合しなくなったとき。 

③変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

④給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な事業の運営をすることができない 

と認められたとき。 

⑤給水装置工事主任技術者の選任等の規定に違反したとき。 

⑥給水装置工事主任技術者が、管理者の求めに対し正当の理由なく検査の立会いに応じないと 

き。 

⑦給水装置工事の施行又は業務の状況等に関する管理者からの報告又は調査の求めに対し正当 

な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 

⑧施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあると認められたとき。 

 

１０ 指定等の公示 

    指定給水装置工事事業者の指定、更新、取消しについては、その旨を公示する。 
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                                   写真 NO.１ 

管切断用 

                              ・金切鋸（左） 

 ・樹脂管切鋸（右） 

 

 

 

 

     写真 No.２ 

・パイプカッター 

 塩ビ用（左）                         

ステンレス鋼管用（右）  

 

 

 

 

写真 NO.３ 

管加工用 

・金ヤスリ 

 

 

 

 

  

 

写真例 
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